
委員名

１　工事の労務報酬下限額について
⑴　熟練労働者（条例第７条第１項第１号に規定する額）について
公共工事設計労務単価（東京都）［前年度の１０月１日現在］÷８時間×９０％とすることについて

　　 賛成

　　 その他

ご意見

⑵　熟練労働者以外（条例第７条第１項第２号に規定する額）

（案１）　前年度と同額の考え方（据え置き）に賛成

（案２）　前年度の審議会と同様の考え方に賛成 円

（案３）　平成２７年度審議会と同様の考え方に賛成

ご意見

⑶　熟練労働者と熟練労働者以外の割合について
職種ごとの総労働時間を基礎とする８０％以上を熟練労働者とし、２０％未満を熟練労働者以外とする。

　　 賛成

その他

ご意見

令和３年度第２回公契約審議会意見

→



２　業務委託・指定管理の労務報酬下限額について
⑴　個別に労務下限額設定を行ったもの以外の労務報酬下限額（条例第７条第１項第２号に規定する額）について

業務の質や安全性を確保する観点を重視した設定とする方法とすることについて

賛成

その他

ご意見

⑵　個別に労務報酬下限額の設定を行ったもの（条例第７条第１項第２号に規定する額）について

ご意見

３　その他
全体を通してのご意見、ご質問

恐れ入りますが８月３１日（火）までに　koukeiyaku@city.tama.tokyo.jp　へご返送をお願いします。


